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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横置き配置される横長形状の容器本体を有し、油冷式圧縮機から油を伴って吐出された
圧縮ガスから前記油を分離して回収する油分離回収器において、
　前記容器本体の一端側の上部に設けられ、前記油を伴った前記圧縮ガスを前記容器本体
内に流入させるガス流入口と、
　前記容器本体の他端側の上部に設けられ、前記油が分離された前記圧縮ガスを前記容器
本体内から流出させるガス流出口と、
　前記容器本体の下部を、前記ガス流入口側の第１室と、前記ガス流出口側の第２室とに
区分けする仕切り板と、
を有し、
　前記油を伴った前記圧縮ガスを前記第１室に対向しない方向から前記容器本体内に流入
させるエルボ流入管が前記容器本体内に設けられており、
　前記ガス流入口は、前記エルボ流入管の下流側の開口であり、
　前記容器本体内の前記圧縮ガスを前記ガス流出口側の側壁側から前記容器本体外に流出
させるエルボ流出管が前記容器本体内に設けられており、
　前記ガス流出口は、前記エルボ流出管の上流側の開口であり、
　前記容器本体は両端が閉塞された円筒体であり、
　前記容器本体の胴径をφＤ（ｍｍ）とし、前記容器本体の中心軸方向において前記ガス
流出口の開口端の内縁における前記第１室に最も近い部分の位置を原点とし、前記ガス流
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入口側を正とすると、前記仕切り板は、前記原点に対して０（ｍｍ）以上０．５φＤ（ｍ
ｍ）以下の位置に配置されていることを特徴とする油分離回収器。
【請求項２】
　前記容器本体は両端が閉塞された円筒体であり、
　前記容器本体の胴径をφＤ（ｍｍ）とすると、前記仕切り板の高さが、前記第１室に溜
まった前記油の油面の高さを超えて０．８φＤ（ｍｍ）以下にされていることを特徴とす
る請求項１に記載の油分離回収器。
【請求項３】
　前記容器本体は両端が閉塞された円筒体であり、
　前記容器本体の胴径をφＤ（ｍｍ）とすると、前記容器本体の中心軸方向において前記
ガス流出口の開口端の内縁における前記第１室に最も近い部分は、前記容器本体における
前記ガス流出口側の側壁から０．７φＤ（ｍｍ）以上離れた位置に配置されていることを
特徴とする請求項１又は２に記載の油分離回収器。
【請求項４】
　前記第２室の下部に前記油の泡を捕集する捕集手段が設けられていることを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の油分離回収器。
【請求項５】
　前記第２室の底部にフロート弁が設けられていることを特徴とする請求項１～４のいず
れか１項に記載の油分離回収器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油冷式圧縮機から油を伴って吐出された圧縮ガスから油を分離して回収する
油分離回収器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　油冷式圧縮機においては、潤滑油をローター部に噴射することで、機器の冷却とロータ
ー部における圧縮ガスのシールとを行っている。よって、油冷式圧縮機から吐出された圧
縮ガスには潤滑油が含まれている。
【０００３】
　そこで、特許文献１に開示されているような油分離回収器を用いて、圧縮ガスから潤滑
油を分離回収している。特許文献１の油分離回収器は、横長形状の容器からなるため、そ
の頂面部を圧縮機本体等の据付スペースにすることができる。よって、縦長形状の容器か
らなる油分離回収器に比べて、油冷式圧縮機をコンパクトにすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２３４８２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、横長形状の容器からなる油分離回収器では、容器内に流入した圧縮ガス
が容器内の油の油面に吹き付けられることによって油面が泡立ち、圧縮ガス中に油滴や油
を含んだ泡が発生する。さらに、横長形状の容器では圧縮ガスの流出口と油面との距離が
近いため、発生した油滴や油泡が流出口付近のガスの流れに乗って容器外に流出する。こ
れにより、油分離回収器の油分離効率が低下する。
【０００６】
　そこで、圧縮ガスに含まれる油量を設計基準まで低減させるために、油分離回収器の下
流に複数の油分離エレメントを設置することが考えられる。しかし、この場合、製造コス
トが増加する。
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【０００７】
　本発明の目的は、製造コストを増加させることなく、油分離効率を向上させることが可
能な油分離回収器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、横置き配置される横長形状の容器本体を有し、油冷式圧縮機から油を伴って
吐出された圧縮ガスから前記油を分離して回収する油分離回収器において、前記容器本体
の一端側の上部に設けられ、前記油を伴った前記圧縮ガスを前記容器本体内に流入させる
ガス流入口と、前記容器本体の他端側の上部に設けられ、前記油が分離された前記圧縮ガ
スを前記容器本体内から流出させるガス流出口と、前記容器本体の下部を、前記ガス流入
口側の第１室と、前記ガス流出口側の第２室とに区分けする仕切り板と、を有し、前記油
を伴った前記圧縮ガスを前記第１室に対向しない方向から前記容器本体内に流入させるエ
ルボ流入管が前記容器本体内に設けられており、前記ガス流入口は、前記エルボ流入管の
下流側の開口であり、前記容器本体内の前記圧縮ガスを前記ガス流出口側の側壁側から前
記容器本体外に流出させるエルボ流出管が前記容器本体内に設けられており、前記ガス流
出口は、前記エルボ流出管の上流側の開口であり、前記容器本体は両端が閉塞された円筒
体であり、前記容器本体の胴径をφＤ（ｍｍ）とし、前記容器本体の中心軸方向において
前記ガス流出口の開口端の内縁における前記第１室に最も近い部分の位置を原点とし、前
記ガス流入口側を正とすると、前記仕切り板は、前記原点に対して０（ｍｍ）以上０．５
φＤ（ｍｍ）以下の位置に配置されていることを特徴とする。

                                                                        
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、仕切り板で、容器本体の下部をガス流入口側の第１室とガス流出口側
の第２室とに区分けする。これにより、圧縮ガスから分離した油は主に第１室に溜まり、
第２室にはほとんど油が溜まらない。ここで、容器本体内に流入した圧縮ガスが第１室に
吹き付けられることによって、第１室に溜まった油の油面が泡立ち、油面から油滴が発生
するとともに、油を含んだ泡が油面に発生する。さらに、横長形状の容器本体においては
、第１室の油面とガス流出口との距離が近いため、発生した油滴及び油泡がガス流出口付
近の圧縮ガスの流れに乗ってガス流出口から流出する。これにより、油分離回収器の油分
離効率が低下する。そこで、容器本体の下部のガス流出口側を、油がほとんど溜まらない
第２室とする。これにより、第１室の油面とガス流出口との距離が遠くなるので、発生し
た油滴及び油泡がガス流出口に吸い込まれるのを防止することができる。また、発生した
油滴や油泡の一部は圧縮ガスの流れに乗って油面から飛散するが、圧縮ガスは、第２室の
上方を通過して容器本体の側壁に沿って旋回し、第２室を仕切り板の方に向かって流れる
。このとき、慣性力の大きな油滴及び油泡は仕切り板に向かって直進するので、油滴及び
油泡を仕切り板に衝突させて圧縮ガスから分離させることで、圧縮ガスの流れに乗る油滴
及び油泡を捕集することができる。これにより、発生した油滴及び油泡が圧縮ガスの流れ
に乗ってガス流出口から流出するのを防止することができるので、製造コストを増加させ
ることなく、油分離効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】油冷式圧縮機の周辺の構成図である。
【図２】図１の要部Ａの拡大図である。
【図３】高さＬ１および距離Ｌ２と吐出率との関係を示す図である。
【図４】距離Ｌ３と吐出率との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００１２】
（油冷式圧縮機の周辺の構成）
　本発明の実施形態による油分離回収器は、油冷式圧縮機から油を伴って吐出された圧縮
ガスから油を分離して回収するものである。油冷式圧縮機の周辺の構成図である図１に示
すように、油分離回収器１は、油冷式圧縮機２１の下流側に設けられている。
【００１３】
　油冷式圧縮機２１には、吸込流路２２から圧縮されるべきガスが導入される。油冷式圧
縮機２１は、吸込流路２２から導入された圧縮されるべきガスを圧縮して昇圧する。この
とき、機器の冷却、潤滑およびローター部における圧縮ガスのシールを目的として、油供
給流路２３から油冷式圧縮機２１内に油が注入される。圧縮されたガス（圧縮ガス）は、
油冷式圧縮機２１から油を伴って吐出され、吐出流路２４を通って油分離回収器１に供給
される。
【００１４】
　油分離回収器１においては、供給された圧縮ガスから質量差によって油が分離回収され
る。油が分離回収された圧縮ガスは、油分離回収器１から排出される。油分離回収器１か
ら排出された圧縮ガスは、排出流路２５を通って油分離器２６に供給される。油分離器２
６は、油分離エレメント（フィルター）２６ａを備えており、圧縮ガスに残存する油を分
離する。残存する油が分離された圧縮ガスは、供給流路２７を通って下流プロセスに送ら
れる。
【００１５】
　油分離回収器１に回収された油は、油分離回収器１に一旦貯留された後に、下部に設け
られた油流出口から排出されて油循環経路２８を通って潤滑油クーラー２９に送られる。
潤滑油クーラー２９は、油を冷却する。潤滑油クーラー２９で冷却された油は、油供給流
路２３を流れ、通り油フィルタ３０でろ過され、潤滑油ポンプ３１で昇圧された後に、再
び油冷式圧縮機２１のローター部に供給される。
【００１６】
（油分離回収器の構成）
　油分離回収器１は、横置き配置される金属製で横長形状の容器本体２を有している。容
器本体２は、両端が閉塞された円筒体であり、その上方は油冷式圧縮機２１等の据付スペ
ースにされている。容器本体２の一端側の上部には、油を伴った圧縮ガスを容器本体２内
に流入させるガス流入口３が設けられている。また、容器本体２の他端側の上部には、油
が分離された圧縮ガスを容器本体２内から流出させるガス流出口４が設けられている。後
述するように、ガス流入口３は、エルボ流入管１１の下流側の開口である。また、ガス流
出口４は、エルボ流出管１２の上流側の開口である。
【００１７】
　また、容器本体２の下部には、容器本体２の下部をガス流入口３側の第１室６と、ガス
流出口４側の第２室７とに区分けする仕切り板５が設けられている。圧縮ガスから分離し
た油は、主に第１室６に溜まり、第２室７にはほとんど油は溜まらない。
【００１８】
　ここで、容器本体２内に流入した圧縮ガスが第１室６に吹き付けられることによって、
第１室６に溜まった油の油面が泡立ち、油面から油滴が発生するとともに、油を含んだ泡
が油面に発生する。さらに、横長形状の容器本体２においては、第１室６の油面とガス流
出口４との距離が近いため、発生した油滴及び油泡がガス流出口４付近の圧縮ガスの流れ
に乗ってガス流出口４から流出する。これにより、油分離回収器１の油分離効率が低下す
る。
【００１９】
　そこで、容器本体２の下部のガス流出口４側を、油がほとんど溜まらない第２室７とす
る。これにより、第１室６の油面とガス流出口４との距離が遠くなるので、発生した油滴
及び油泡がガス流出口４に吸い込まれるのを防止することができる。また、発生した油滴
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や油泡の一部は圧縮ガスの流れに乗って油面から飛散するが、圧縮ガスは、第２室７の上
方を通過して容器本体２の他端側の側壁に沿って旋回し、第２室７を仕切り板５の方に向
かって流れる。このとき、慣性力の大きな油滴及び油泡は仕切り板５に向かって直進する
ので、油滴及び油泡を仕切り板５に衝突させて圧縮ガスから分離させることで、圧縮ガス
の流れに乗る油滴及び油泡を捕集することができる。これにより、発生した油滴及び油泡
が圧縮ガスの流れに乗ってガス流出口４から流出するのを防止することができるので、製
造コストを増加させることなく、油分離効率を向上させることができる。
【００２０】
　また、第２室７の下部には、油泡を捕集するデミスタ（捕集手段）８が設けられている
。第１室６の油面に発生した油泡のほとんどは、仕切り板５の高さを超えられず、一定時
間経過後に消滅する。しかし、油泡の一部は、嵩が増えることによって仕切り板５の上部
を通過し、第２室７に流出する可能性がある。そして、仕切り板５を通過した油泡は、圧
縮ガスの流れに乗りガス流出口４から流出する恐れがある。そこで、第２室７の下部にデ
ミスタ８を設けて仕切り板５を通過した油泡を捕集することで、油泡の再飛散を防止する
ことができる。
【００２１】
　また、第２室７の底部には、フロート弁９が設けられている。フロート弁９は、第２室
７の底部に油が一定量溜まった場合に弁を開き、容器本体２外に油を流出させる構造とな
っている。フロート弁９から流出した油は、配管経路１０を通って油循環経路２８を流れ
る。
【００２２】
　仕切り板５及びデミスタ８で捕集された油滴及び油泡は、第２室７の底部に溜まる。そ
の量は時間経過とともに増えていくため、ある程度溜まると再び圧縮ガスの流れに乗って
ガス流出口４から流出する。また、第２室７の底部に溜まった油の油面がガス流出口４に
到達すると、ガス流出口４から流出する恐れがある。そこで、第２室７の底部にフロート
弁９を設けて、第２室７の底部に溜まった油を容器本体２外に流出させることで、第２室
７の底部に溜まった油がガス流出口４から流出するのを防止することができる。
【００２３】
　また、容器本体２内には、エルボ流入管１１が設けられている。エルボ流入管１１は、
油を伴った圧縮ガスを第１室６に対向しない方向から容器本体２内に流入させるものであ
る。上述したように、ガス流入口３は、エルボ流入管１１の下流側の開口である。本実施
形態において、エルボ流入管１１は、油を伴った圧縮ガスを容器本体２のガス流入口３側
（一端側）の側壁に向かって流入させるが、流入方向はこれに限定されない。
【００２４】
　圧縮ガスを直接第１室６に吹きつけた場合、第１室６の油面が激しく波立ち、油滴及び
油泡の発生量が増加する。これにより、油分離回収器１の油分離効率が低下する。そこで
、エルボ流入管１１を設けて圧縮ガスを直接第１室６に吹きつけないようにすることで、
第１室６の油面の波立ちを抑制し、油滴及び油泡の発生量を低減させることができる。
【００２５】
　また、容器本体２内には、エルボ流出管１２が設けられている。エルボ流出管１２は、
容器本体２内の圧縮ガスをガス流出口４側（他端側）の側壁側から容器本体２外に流出さ
せるものである。上述したように、ガス流出口４は、エルボ流出管１２の上流側の開口で
ある。
【００２６】
　ガス流出口４が第１室６の油面に近い場合、圧縮ガスの流れに乗って油滴及び油泡がガ
ス流出口４から流出する恐れがある。そこで、エルボ流出管１２を設けてガス流出口４の
入口を第１室６の油面から遠ざけることで、圧縮ガスの流れに乗って流出する油滴及び油
泡の飛散量を低減させることができる。
【００２７】
　また、図１の要部Ａの拡大図である図２に示すように、容器本体２の胴径をφＤ（ｍｍ
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）とすると、第１室６の油面６ａの高さは、０．５φＤ以下にされている。よって、仕切
り板５の高さＬ１（ｍｍ）は、０．５φＤよりも高くされている。また、容器本体２にお
けるガス流出口４側の側壁は、０．３φＤの深さで湾曲されている。容器本体２における
ガス流入口３側の側壁についても同様である。なお、容器本体２の側壁は、湾曲された構
成に限定されず、平坦面を有する構成であってもよい。
【００２８】
　また、容器本体２の中心軸Ｏ方向においてエルボ流出管１２の開口（ガス流出口４）の
開口端の内縁における第１室６に最も近い部分Ｂの位置を原点とし、ガス流入口３側を正
とすると、仕切り板５は、原点に対して０（ｍｍ）以上０．５φＤ（ｍｍ）以下の位置に
配置されている。即ち、仕切り板５と原点との距離Ｌ２（ｍｍ）は、ガス流入口３側を正
とすると、０（ｍｍ）以上０．５φＤ（ｍｍ）以下にされている。
【００２９】
　後述するように、距離Ｌ２が０ｍｍ未満であると、第１室６の油面がガス流出口４の下
部まで到達するために、ガス流出口４と油面との距離が近くなり、圧縮ガスの流れに乗っ
て飛散する油が増加する。また、距離Ｌ２が０．５φＤを超えるとガス流出口４と油面と
の距離が遠くなりすぎ、圧縮ガスがより上流側で仕切り板５に衝突するために圧縮ガスの
乱れが大きくなり、油面から圧縮ガス中に飛散する油が増加する。そこで、距離Ｌ２を０
（ｍｍ）以上０．５φＤ（ｍｍ）以下にすることで、ガス流出口４から油滴及び油泡が流
出しにくい圧縮ガスの流れをガス流出口４付近に形成することができる。これにより、油
捕集性能をさらに向上させることができる。
【００３０】
　また、仕切り板５の高さＬ１（ｍｍ）が、第１室６の油面６ａの高さを超えて０．８φ
Ｄ（ｍｍ）以下にされている。後述するように、仕切り板５が高くなりすぎると圧縮ガス
（主に油が飛散している油面付近の圧縮ガス）がガス流出口４のより近傍を通過するため
に、ガス流出口４から飛散する油が増加する。そこで、仕切り板５の高さＬ１を０．８φ
Ｄ（ｍｍ）以下にすることで、油滴及び油泡がガス流出口４付近の圧縮ガスの流れに乗っ
てガス流出口４から流出するのを好適に抑制することができる。また、図中矢印で示すよ
うに、圧縮ガスを容器本体２の側壁に沿って好適に旋回させることができるので、慣性力
の働きで直進する油滴及び油泡を仕切り板５に衝突させて好適に捕集することができる。
【００３１】
　また、容器本体２の中心軸Ｏ方向においてガス流出口４の開口端の内縁における第１室
６に最も近い部分Ｂは、容器本体２のガス流出口４側の側壁から０．７φＤ（ｍｍ）以上
離れた位置に配置されている。即ち、ガス流出口４の開口端の内縁における第１室６に最
も近い部分Ｂと容器本体２のガス流出口４側の側壁との距離Ｌ３（ｍｍ）は０．７φＤ（
ｍｍ）以上にされている。これにより、圧縮ガスは、図中矢印で示すように、第２室７の
上方を通り容器本体２の他端側の側壁に沿って下降して仕切り板５の方に向かう旋回流を
好適に形成する。よって、慣性力の働きで直進する油滴及び油泡を仕切り板５に衝突させ
て好適に捕集することができるので、油分離性能をさらに向上させることができる。
【００３２】
（油捕集性能の評価）
　次に、仕切り板５の条件を異ならせて、油捕集性能をシミュレーションにより評価した
。具体的には、図２において、仕切り板５の厚みを６ｍｍとし、仕切り板５の高さＬ１（
ｍｍ）、および、距離Ｌ２（ｍｍ）をそれぞれ異ならせて、油捕集性能を評価した。また
、距離Ｌ３（ｍｍ）を異ならせた条件や、仕切り板５がない条件でも評価を行った。評価
を行った１５種類の条件を表１に示す。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
　ここで、容器本体２の胴内径φＤを２５４ｍｍ、第１室６の水平方向の長さを２０００
ｍｍ、ガス流入口３およびガス流出口４の内径φｄを６０ｍｍとした。また、第１室６の
油面の高さを０．５φＤとした。これは、潤滑油の保持時間（リテンションタイム）と容
器本体２のサイズとのトレードオフの関係から、第１室６の油面の高さを０．５φＤで設
計するのが一般的であるからである。そして、圧縮ガスとして、温度が５０℃、圧力が２
．０ＭＰａＧ、容器本体２内での平均流速が０．４８ｍ／ｓの空気を流した。
【００３５】
　油捕集性能の評価方法として、第１室６の油面に直径１０μｍの油滴を一定間隔で配置
し、これらの油滴がガス流出口４から流出する確率（吐出率）を上記の１５条件で比較し
た。結果を図３及び図４に示す。図３は、高さＬ１および距離Ｌ２と吐出率との関係を示
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す図である。図４は、距離Ｌ３と吐出率との関係を示す図である。
【００３６】
　図３及び図４から、仕切り板５を用いたすべての条件（ｃａｓｅ１～１５）において、
油滴の吐出率すなわち油飛散量を１／２程度に低減できることがわかる。また、仕切り板
５の高さＬ１を０．６φＤ≦Ｌ１≦０．８φＤの範囲、原点と仕切り板５との距離Ｌ２を
０≦Ｌ２≦０．５φＤの範囲、ガス流出口４の開口端の内縁における第１室６に最も近い
部分Ｂと容器本体２のガス流出口４側の側壁との距離Ｌ３をＬ３≧０．７φＤの範囲にそ
れぞれ設定することで、さらに吐出率を低減させることができることがわかる。
【００３７】
　なお、仕切り板５の高さＬ１の下限値は、油が仕切り板５を乗り越えない高さであって
よい。その理由としては、図３より、仕切り板５の高さＬ１が０．８φＤよりも０．６φ
Ｄの方が吐出率の低減効果が大きいことから、Ｌ１＝０．５φＤ～０．６φＤの範囲にお
いても外挿的に吐出率の低減効果があると考えられるからである。
【００３８】
　仕切り板５の高さＬ１が０．８φＤを超えると効果がよくない理由として、仕切り板５
が高くなりすぎると圧縮ガス（主に油が飛散している油面付近の圧縮ガス）がガス流出口
４のより近傍を通過するために、ガス流出口４から飛散する油が増加することが考えられ
る。仕切り板５の高さＬ１が０．８φＤよりも０．６φＤの方が効果が大きい理由として
も、同様のことが考えられる。
【００３９】
　原点と仕切り板５との距離Ｌ２が０未満で効果がよくない理由として、距離Ｌ２が０未
満であると、第１室６の油面がガス流出口４の下部まで到達するために、ガス流出口４と
油面との距離が近くなり、圧縮ガスの流れに乗って飛散する油が増加することと考えられ
る。また、距離Ｌ２が０．５φＤを超えると効果がよくない理由として、距離Ｌ２が０．
５φＤを超えるとガス流出口４と油面との距離が遠くなりすぎ、圧縮ガスがより上流側で
仕切り板５に衝突するために圧縮ガスの乱れが大きくなり、油面から圧縮ガス中に飛散す
る油が増加すると考えられる。
【００４０】
　なお、本評価は圧縮ガスの圧力条件を２．０ＭＰａＧのみとしているが、圧力が異なる
条件においても仕切り板５の位置と吐出率との関係は変わらないため、いかなる圧力条件
においても仕切り板５による効果を得ることができる。
【００４１】
（効果）
　以上に述べたように、本実施形態に係る油分離回収器１によると、仕切り板５で、容器
本体２の下部をガス流入口３側の第１室６とガス流出口４側の第２室７とに区分けする。
これにより、圧縮ガスから分離した油は主に第１室６に溜まり、第２室７にはほとんど油
が溜まらない。ここで、容器本体２内に流入した圧縮ガスが第１室６に吹き付けられるこ
とによって、第１室６に溜まった油の油面が泡立ち、油面から油滴が発生するとともに、
油を含んだ泡が油面に発生する。さらに、横長形状の容器本体２においては、第１室６の
油面とガス流出口４との距離が近いため、発生した油滴及び油泡がガス流出口４付近の圧
縮ガスの流れに乗ってガス流出口４から流出する。これにより、油分離回収器１の油分離
効率が低下する。そこで、容器本体２の下部のガス流出口４側を、油がほとんど溜まらな
い第２室７とする。これにより、第１室６の油面とガス流出口４との距離が遠くなるので
、発生した油滴及び油泡がガス流出口４に吸い込まれるのを防止することができる。また
、発生した油滴や油泡の一部は圧縮ガスの流れに乗って油面から飛散するが、圧縮ガスは
、第２室７の上方を通過して容器本体２の側壁に沿って旋回し、第２室７を仕切り板５の
方に向かって流れる。このとき、慣性力の大きな油滴及び油泡は仕切り板５に向かって直
進するので、油滴及び油泡を仕切り板５に衝突させて圧縮ガスから分離させることで、圧
縮ガスの流れに乗る油滴及び油泡を捕集することができる。これにより、発生した油滴及
び油泡が圧縮ガスの流れに乗ってガス流出口４から流出するのを防止することができるの
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で、製造コストを増加させることなく、油分離効率を向上させることができる。
【００４２】
　また、原点（図２の部分Ｂの位置）と仕切り板５との距離Ｌ２を０（ｍｍ）以上０．５
φＤ（ｍｍ）以下にする。距離Ｌ２が０ｍｍ未満であると、第１室６の油面がガス流出口
４の下部まで到達するために、ガス流出口４と油面との距離が近くなり、圧縮ガスの流れ
に乗って飛散する油が増加する。また、距離Ｌ２が０．５φＤを超えるとガス流出口４と
油面との距離が遠くなりすぎ、圧縮ガスがより上流側で仕切り板５に衝突するために圧縮
ガスの乱れが大きくなり、油面から圧縮ガス中に飛散する油が増加する。そこで、距離Ｌ
２を０（ｍｍ）以上０．５φＤ（ｍｍ）以下にすることで、ガス流出口４から油滴及び油
泡が流出しにくい圧縮ガスの流れをガス流出口４付近に形成することができる。これによ
り、油捕集性能をさらに向上させることができる。
【００４３】
　また、仕切り板５の高さを第１室６に溜まった油の油面６ａの高さを超えて０．８φＤ
（ｍｍ）以下にする。仕切り板５が高くなりすぎると圧縮ガス（主に油が飛散している油
面付近の圧縮ガス）がガス流出口４のより近傍を通過するために、ガス流出口４から飛散
する油が増加する。そこで、仕切り板５の高さＬ１を０．８φＤ（ｍｍ）以下にすること
で、油滴及び油泡がガス流出口４付近の圧縮ガスの流れに乗ってガス流出口４から流出す
るのを好適に抑制することができる。また、図２に矢印で示すように、圧縮ガスを容器本
体２の側壁に沿って好適に旋回させることができるので、慣性力の働きで直進する油滴及
び油泡を仕切り板５に衝突させて好適に捕集することができる。
【００４４】
　また、容器本体２の中心軸Ｏ方向においてガス流出口４の開口端の内縁における第１室
に最も近い部分Ｂと、容器本体２におけるガス流出口４側の側壁との距離Ｌ３を０．７φ
Ｄ（ｍｍ）以上にする。これにより、圧縮ガスは、図２に矢印で示すように、第２室７の
上方を通り容器本体２の側壁に沿って下降して仕切り板５の方に向かう旋回流を好適に形
成する。よって、慣性力の働きで直進する油滴及び油泡を仕切り板５に衝突させて好適に
捕集することができるので、油分離性能をさらに向上させることができる。
【００４５】
　また、第２室７の下部に油の泡を捕集するデミスタ８を設ける。第１室６の油面に発生
した油泡のほとんどは、仕切り板５の高さを超えられず、一定時間経過後に消滅する。し
かし、油泡の一部は、嵩が増えることによって仕切り板５の上部を通過し、第２室７に流
出する可能性がある。そして、仕切り板５を通過した油泡は、圧縮ガスの流れに乗りガス
流出口４から流出する恐れがある。そこで、第２室７の下部にデミスタ８を設けて仕切り
板５を通過した油泡を捕集することで、油泡の再飛散を防止することができる。
【００４６】
　また、第２室７の底部にフロート弁９を設ける。仕切り板５及びデミスタ８で捕集され
た油滴及び油泡は、第２室７の底部に溜まる。その量は時間経過とともに増えていくため
、ある程度溜まると再び圧縮ガスの流れに乗ってガス流出口４から流出する。また、第２
室７の底部に溜まった油の油面がガス流出口４に到達すると、ガス流出口４から流出する
恐れがある。そこで、第２室７の底部にフロート弁９を設けて、第２室７の底部に溜まっ
た油を容器本体２外に流出させることで、第２室７の底部に溜まった油がガス流出口４か
ら流出するのを防止することができる。
【００４７】
　また、エルボ流入管１１を容器本体２内に設けて、油を伴った圧縮ガスを第１室６に対
向しない方向から容器本体２内に流入させる。圧縮ガスを直接第１室６に吹きつけた場合
、第１室６の油面が激しく波立ち、油滴及び油泡の発生量が増加する。これにより、油分
離回収器１の油分離効率が低下する。そこで、エルボ流入管１１を設けて圧縮ガスを直接
第１室６に吹きつけないようにすることで、第１室６の油面の波立ちを抑制し、油滴及び
油泡の発生量を低減させることができる。
【００４８】
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　また、エルボ流出管１２を容器本体２内に設けて、容器本体２内の圧縮ガスをガス流出
口４側の側壁側から容器本体２外に流出させる。ガス流出口４が第１室６の油面に近い場
合、圧縮ガスの流れに乗って油滴及び油泡がガス流出口４から流出する恐れがある。そこ
で、エルボ流出管１２を設けてガス流出口４の入口を第１室６の油面から遠ざけることで
、圧縮ガスの流れに乗って流出する油滴及び油泡の飛散量を低減させることができる。
【００４９】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、具体例を例示したに過ぎず、特に本発明を限定
するものではなく、具体的構成などは、適宜設計変更可能である。また、発明の実施の形
態に記載された、作用及び効果は、本発明から生じる最も好適な作用及び効果を列挙した
に過ぎず、本発明による作用及び効果は、本発明の実施の形態に記載されたものに限定さ
れるものではない。
【符号の説明】
【００５０】
　１　油分離回収器
　２　容器本体
　３　ガス流入口
　４　ガス流出口
　５　仕切り板
　６　第１室
　６ａ　油面
　７　第２室
　８　デミスタ
　９　フロート弁
　１０　配管経路
　１１　エルボ流入管
　１２　エルボ流出管
　２１　油冷式圧縮機
　２２　吸込流路
　２３　油供給流路
　２４　吐出流路
　２５　排出流路
　２６　油分離器
　２６ａ　油分離エレメント
　２７　供給流路
　２８　油循環経路
　２９　潤滑油クーラー
　３０　油フィルタ
　３１　潤滑油ポンプ
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              実開昭５２－１１９１５２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭４９－０８６４６６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００８－０１９８５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００４／００６５１１０（ＵＳ，Ａ１）　　
              実公昭４９－００８３２３（ＪＰ，Ｙ１）　　
              特開平０７－０６３４２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１２５１８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－０４４００６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－１１０１２７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２５Ｂ　　４３／０２　　　
              Ｆ０４Ｂ　　３９／０４
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